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第１１回伊野町・吾北村・本川村合併協議会会議録

【日 時】 平成１５年１１月２６日（水） 午後２時～午後５時２５分

【場 所】 プラチナ交流センター大ホール

【出席者】

○協議会委員

伊野町 吾北村 本川村 高知県

首長 塩田 始 小松 保喜 (欠席)山中安夫

助役 上田 周五 和田奨四郎 （欠員）

議会議長 畑山 博行 黒石 利武 (欠席)和田公靖

議会議員 井上 敏雄 筒井 鷹雄 川村 茂

浜田 孝介 伊藤 隆茂 伊東 尚毅

土居 豊榮 筒井 幹夫 中平由美子

学識経験者 西川かず子 川村 奈央 曽我部義晴 隅田 明

長崎 譲 細川 治雄 山中 治

片岡 幹夫 岡林 冨男 森川 森次

岡 健市 筒井 静一 中平 一三

土居美代子 弘瀬 和子 山中千代子

佐藤 廣志 北川 一海 伊東 誠

山本 高裕 岡田 桂 川村 明人

○幹事会

岡林 正憲 筒井 正典 松本 健市

○事務局

本山 博文 氏原 憲明 別役 理佳 土居内淳一

天野 里香 北川 博章 森木 香帆 津野 加奈

○監査委員

伊野町 吾北村 本川村

小松 成喜 山田 裕 (欠席）岡林 弘

○高知県

市町村合併支援室

岡 里香

○傍聴人 ２７人（うち報道関係者１人）
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【１ 開会 午後２時】

○本山事務局長：第１１回伊野町・吾北村・本川村合併協議会の開会を宣告。

開会の挨拶を塩田会長が申し述べ、後の進行をさせていただくのでよろしくお願い

する。

【２ 会長挨拶】

○会長： 山凍てり、里は落ち葉のダンスなり」といった初冬の時期となった。はや１１「

回目を迎え、また、今日は多くの傍聴人の皆さま方をお迎えして協議会を開催でき

ることを大変うれしく思っている。

今県内の協議会の中では平成１６年８月の合併を目指していたグループが電算等の

理由により少し遅れるのではないかという報道がなされた。そうすると、このグル

ープは、結果的にいの一番で合併に到着をするのではないかというふうに感じてい

る。もとより３つの町村民の皆さま方、そして、委員の皆さま方もこの合併はすべ

きであるという固い決意の基にこの協議会が行われていると私も確信しているとこ

ろである。

そういった意味からも、今までも多くの困難もあったが、それを皆さま方のご理解

ご協力により一つひとつ問題解決を行ってきていただいている。これからもそうい

った方向は続けていきたいと思うし、お互いの町村民の皆さま方のご意見を尊重し

て進めて参りたいと思う。本日も、議員の定数、そして特例の問題の議題もあるの

で、十分慎重審議をお願い申し上げ、開会の挨拶とする。

【３ 会議録署名委員の指名】

○会長：土居美代子君、中平由美子君を指名し、お願いする。
ど い み よ こ な か ひ ら ゆ み こ

【４ 議 題】

○会長：本日の出席委員は、２名の方から欠席の届け出があり、１名の方から遅れる旨の

連絡があり、３９名中３６名で、委員の過半数以上の皆様に出席していただいてお

り、伊野町・吾北村・本川村合併協議会規約第１０条第１項の規定により協議会が

成立していることを宣言する。

同規約第１０条第２項の規定により、協議会の会議の議長は会長が務めることを了

承願う。

○議長：議題に移る旨宣告する。

お手元の議事次第の順を少し変更し、報告事項の小委員会報告第３号と継続協議事

項である協議第８号を最後に回し、協議事項から先に議事進行していきたいと思う

が、ご異議ないか問う。

○委員：異議なしの声

○議長：異議なしと認め、議事次第を変更して議事進行を進める旨宣告する。

《協議事項》

○議長：協議事項に入る。

○議長：協議第４３号 公共的団体等の取扱いについて〔協定項目第１６号〕

事務局から説明を求める。
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○氏原事務局次長：１７～１８ページ記載の関係法令中、市町村の合併の特例に関する法

律第１６条第７項に「公共的団体は、合併市町村の建設に資するため必要な措置を

講ずるように努めなければならない 」第８項に「合併関係市町村の区域内の公共。

的団体等は、市町村の合併に際しては、合併市町村の一体性の速やかな確立に資す

るため、その統合整備を図るように努めなければならない 」また、地方自治法第。

１５７条に「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団

体等の活動の綜合調整を図るため、これを指揮監督することができる 」とあるこ。

との説明をした後、１６～１７ページに記載の主な公共的団体等についての３町村

の現況につき説明に入る。

続いて、留意事項で「公共的団体等の取扱い」として協議する団体として区分して

いる３項目につき説明する。

１．団体の設置について３町村の意見が関与している団体とは、例えば地区長連合

会、部落長会、健康づくり推進協議会、献血推進協議会など

２．３町村の区域をもって設置する旨の法的根拠がある団体とは、例えば商工会、

農業協同組合、森林組合など

３．３町村の事業について大きく関与している団体とは、例えば体育会、婦人会、

健康づくり婦人会、ＰＴＡ連合会など

そういったことに留意していただき、調整方針案として、

公共的団体等については、新町の一体性を確保するため、それぞれの実情を尊重し

ながら、統合又は再編の調整に努める。

、 。・３町村に共通している団体は できる限り合併時に統合できるよう調整に努める

（交通安全母の会、地区長連合会、民生児童委員協議会などで、公共的団体の大部

分を占める ）。

・３町村に共通している団体で、実情により合併時に統合できない団体は、合併後

速やかに統合又は再編できるよう調整に努める （食生活推進協議会など）。

、 。（ ）・独自の目的を持った団体は 現行のとおりとする 各町村に一つしかない団体

という調整方針案を提案させていただいているので、ご協議をお願いする。

○議長：何か質問はないか問う。

○委員：なしの声

○議長：本案は原案のとおり同意することに異議ないか諮る。

○委員：異議なしの声

○議長：異議なしと認め、協議第４３号 公共的団体等の取扱いについては原案のとおり

同意された旨宣告する。

○議長：協議第４４号 各種団体への補助金、交付金の取扱いについて〔協定項目第１７

号〕を議題にする旨宣告する。

事務局から説明を求める。

○氏原事務局次長：３町村の平成１４年度の決算額に基づき、各項目ごとに掲載している

、 、 （） 、こと 伊野町の区長手当の横並びに吾北村 本川村の欄に 書きしている部分は

支出科目が補助金ではないが、同じような意味合いの支出金であるので参考までに

掲載していることなど説明する。

「３町村においては、それぞれの施策として、各種団体に対して補助金や交付金を

交付している。合併の際には、３町村が従来行ってきた補助制度の経緯・実情を充
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分把握すると共に、新町の振興にどのように役立てていくのかを明確にし、新町の

財政状況に配慮しつつ調整を図る必要がある 」という留意事項を踏まえて、調整。

方針案として、

・同一あるいは同種の補助金等については、関係団体の理解と協力を得て統一の方

向で合併後調整する。

、 、 、・独自の補助金等については 従来の実績等を考慮し 補助金等の目的を明確化し

均衡を保つよう合併後調整する。

という調整方針案を提案させていただいているので、ご協議をお願いする。

○議長：質問はないか問う。

○筒井鷹雄：遺族会の補助金について、吾北村が突出しているように思うが、遺族会に携

わるものの一人として、２町村の実情もお伺いしたい。

吾北村の場合、旧４村が合併をして一つになっており、年間２７万円という補助金

をいただいている。その費用内訳は、県の総会、役員会、追悼式、婦人部研修、記

念式典、講演会、郡総会、村の役員会等に年間述べ４０名の人に出席していただい

ており、その旅費日当に１０万円を振り分けている。それと別に旧４村で年１回慰

霊祭を挙行しており、その各４村に振り分けた補助金が、１７万円である。

、 、伊野町を見ると１０万円 本川村は１万５千円というような補助金の支出であるが

その会合とか、追悼式等については、町、村で見てくれるのかどうか、その辺りを

お尋ねしたいと思う。

○会長（議長 ：まず、首長会で話したことについて少しご説明をしておく。）

この遺族会補助金についてのみの協議は行っていないが、各自治体が行っていた、

つまり行政施策、政治的施策等についてはそれを充分考慮し、新しい町でも継続す

べきではないかといった意見で統一しているところである。そういった意味から今

回の調整案をそのまままっすぐに読むと筒井委員の言われるように、補助金がカッ

トになるのではないかという思いがあるが、どうしても３つの町村には今まで、政

治的な配慮もあったことだろうし、地理的条件等によって政策面が変わってきたと

いうような今までの経過については尊重していこうという思いである。

○筒井鷹雄：今の現状をお聞きしたいわけだが、県、郡、町村内での会合の日当、慰霊祭

、 。 、の関係 そこらあたりどのような取扱いをしているのか 日当を払っていないのか

払っていればどれくらい年額払っているのか、わかっていればお聞かせ願いたい。

○岡林総務課長（伊野町 ：わかっている範囲だが、伊野町では毎年１回慰霊祭は行って）

いる。町の主催ということで、日当を払ったりとかはしていない。

○筒井鷹雄：県とか郡とかの会合に出席する場合の日当旅費は支払っていないのか問う。

○岡林総務課長（伊野町 ：支払いをしていない。護国神社等へいく場合のバスの借り上）

げ料については町が支払いをしているが、各個人への日当は支払っていない。

○筒井鷹雄：それじゃなくして、県とか郡の役員会にも支払いはしていないか問う。

○岡林総務課長（伊野町 ：それは把握していないが、委員ということじゃないのでおそ）

らく出していないと思う。出すのであれば報酬等審議会へかけた２０３条の委員さ

んに記載しておかねばならないと思う。

○筒井鷹雄：総務課長ではわからないかもしれないが、伊野町の１０万円という補助金は

何に使っているか問う。

○岡林総務課長（伊野町 ：遺族会の中で使われていることについては、申し訳ないが、）
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課が違うので把握できていない。

○会長（議長 ：基本的な考え方は、先ほど申し上げたとおり３首長で協議をしていると）

いうことでご理解願いたい。

○畑山博行：納税組合の助成金についてお尋ねする。現在の各町村の納税組合への取り組

みについての状況をお尋ねする。

○会長（議長 ：伊野町の場合は、納税組合そのものが弱小化というか、積極的に納税組）

合を作ってくださいという施策をうっていないので、２～３の組合になっている。

○筒井総務課長（吾北村 ：過去にはだいぶ助成をしていたが、それをだんだん廃止の方）

向にもっていっている。助成金と出ているが、現在、事務補助金という形になって

おり、若干以前の分が残っていると思う。口座振替の推進を進めており、納税組合

は縮小する方向にある。

○議長：現実に７２万円というお金が出されているか。

○筒井総務課長（吾北村 ：あくまでも事務補助金として出ている。）

○畑山博行：本川村はこういうことについての現状はどうなっているか。

○松本総務課長（本川村 ：本川村の場合は、段階的に落として廃止の方向でということ）

で検討しており、１５年度から全面廃止ということで数字が上がっていないが、１

３年度までは若干支出があった。新聞報道にもあったように違法性があるというこ

とで、段階的に落としてきて今回のような現状になっている。

○長崎譲：本川村の欄に、例えば民生関係では身体障害者などの補助金も全くないという

ことは対象者がいないのかどうか、また、農林水産関係の項目も白紙になっている

が、そこの辺のことをお尋ねしたい。

○松本総務課長（本川村 ：直接担当ではないが、農林関係については、下の方で見づら）

いが、猟友会への補助金が７万円計上されているのみである。民生関係の障害者の

関係については、団体がないということである。

○長崎譲：補助金の交付については、国の方からも相当締め付けもあっていると思うが、

財政の硬直化、緊縮財政を余儀なくされている今日の状況から言えば、補助金の削

減の問題がかなり言われてきているが、例えば、伊野町で言えば産業分野などにも

かなりの補助金を出してきている。それの追跡調査もしながら、どれくらいの補助

的な効果があるのか、その辺をもう少し深く検討されて、補助金のあり方を考えな

くてはいけないと思うが、その辺の考え方をお聞かせ願いたい。

○会長（議長 ：補助金については、例えば３つの町村の同じ団体が同じようにもらって）

いる額が、そのまま合併後出すということはまだ考えていない。つまり、補助目的

の効果といったものは、ある程度団体と話し合って、煮詰めていかなくてはならな

いと考えている。調査をしても、効果が数字的にすぐ出ない補助事業もある。そう

いったところも考慮しながら、国が８割減といった方針も打ち出しているし、新た

な町においても補助金の削減といったことは、検討すべきであると、３つの首長で

確認をしあっているところである。

○議長：他に質問はないか問う。

○委員：なしの声

○議長：本案は原案のとおり同意することに異議ないか諮る。

○委員：異議なしの声

○議長：異議なしと認め、協議第４４号 各種団体への補助金、交付金の取扱いについて
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は原案のとおり同意された旨宣告する。

○議長：続いて、協議第４５号 新町建設計画の策定についてを議題にする旨宣告する。

この案件については、中味も濃く、また、この後の県との事前協議もあるので、

本日、事務局から説明を求め、皆さま方に十分ご協議していただき、次回第１２回

協議会において、同意を求める方向で進めて参りたいと思っている旨、了承願い、

事務局から説明を求める。

○土居内計画班長：今回ご提案させていただく建設計画については、先に、ご同意をいた

だいている新町将来構想や財政シミュレーションを盛り込む形で策定している。本

日は、提案と案に対する協議のみとさせていただき、本日の協議で出された各委員

さんのご意見や県庁の各担当課からの意見などを踏まえて修正したものを、次回の

１２月の協議会で提案させていただき、ご同意をお願いしたいと考えている。

建設計画の策定については県との協議が必要となってくるため、１２月に協議会の

同意が得られた後に、事前協議、そして正式協議を踏まえ、２月の上旬までには県

の正式な同意を得たいと考えている。

まず、別添資料として、いの町建設計画における新町将来構想からの修正内容を添

付しているが、この資料は、新町将来構想を建設計画に盛り込む過程の中で、表現

を変えたものや、追加、修正した箇所があったので、変更箇所を対比する表として

作成したものであり、建設計画案の中では、該当部分にアンダーラインを引いてい

るので、併せてご確認願う。

建設計画は、第１章の序論から第９章の建設計画の推進に向けてと用語解説とで構

成しており、全４８ページとなっている。この中で、第４章と第５章の２の新たな

まちづくりのための公約の部分については、新町将来構想として同意をいただいて

いる部分である。第６章、新しい町における高知県事業の推進の部分については、

県との協議があるため、１２月の協議会で提案させていただくこととし、今回の案

では、白紙となっている。第８章の財政計画では、同意をいただいた財政シミュレ

ーションをもとに策定している。

第１章 序論

序論では、伊野町・吾北村・本川村の１町２村において合併を進めている、土佐和

紙を通じた歴史的な結びつき、国道１９４号を通じた住民相互の交流や行政の連携

などが深められてきた背景や、合併に向けて検討を進めてきた流れなどについて記

述をしている。

２ページから３ページにかけて、合併の必要性と期待される効果として、各自治体

において、合併が議論されている背景、必要性、期待される効果について５つの項

目を記述している。

３ページの下部に、２の住民のまちづくりへの期待として、今年１月に実施した住

民アンケートの中から 「期待する合併の効果」と「まちづくりの将来像」に関す、

る部分を抜き出して記述している。

５ページ、３．計画策定の方針については （１）計画策定の趣旨 （２）計画の、 、

構成 （３）計画の期間 （４）行財政運営の方針 の４つの項目で構成しており、、 、

計画策定の趣旨として 「建設計画は、伊野町・吾北村・本川村がそれぞれに取り、

組んできた振興計画を最大限尊重するとともに、合併後の新しいまちの将来像を実

現するために、必要なソフト事業やハード事業を記述しています。しかしながら、
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国における財政構造改革などの影響があった場合は、適宜、計画の見直しを行うこ

。 、 、 、ととしています また 新しい町の進むべき より詳細かつ具体的内容については

合併後、策定する総合計画に委ねるものとします 」と記述している。。

計画期間としては、合併特例債が適用される、平成１７年度から平成２６年度まで

の１０ヵ年としている。

第２章 いの町の概況

６ページから９ページにかけて、広域的位置と地理的条件、自然的条件及び地域資

源等の概況、人口・世帯等の概況、町村の沿革を記述している。

７ページの表３のいの町の地域資源等については、３町村の主なものを記述してい

る。

８ページの③人口・世帯等については、５年ごとに行われる国勢調査における昭和

年から直近の平成１２年度までの人口・世帯数、年齢別人口、産業別就業人口50

の推移を示している。

第３章 主要指標の見通し

平成１７年、２２年、２７年、３２年における新しい町の総人口、年齢別人口、就

業人口、世帯について推計を行っている。この推計については、平成２年、７年、

１２年の３つの時点の趨勢値をもとに算出しており、推計結果では、人口は、２０

、 ． 、年後の平成３２年には 平成１２年度と比較して人口が１０ ４％減少するものの

各家族化による１世帯当たりの人員の減少に伴い、世帯数は増加する傾向となって

いる。また、年齢別人口は、６５歳以上の老年人口比が年々増し、平成１２年の２

４．４％が、平成３２年には３１．６％まで高くなるといった推計結果となってい

る。

第４章 新しいまちづくりの基本方針

新町将来構想の部分を盛り込んでいるので、大きく変更された箇所や追加した箇所

についてのみ説明する。

ページ中段 ３．財政運営の基本方針については、新町将来構想では 「新町に14 、

おける施策展開の考え方」と記述していたものをより適当な表現方法に変更したも

の。

ページの４．まちづくりの基本的方向の（１）生活・環境においては、将来構15

想の中では、伊野町において非常に重要な施策の一つである浸水対策についての記

述がなかったため 「浸水対策を推進するとととに 」と追加記述している。、 、

また （４）文化・教育においては、将来構想の中では、教育に関する記述が不十、

分であったことから 「次代を担う子ども達の確かな学力や生き抜く力を育てるこ、

とにより」と追加記述している。

５．土地利用と地域別整備方針については、将来構想の中では 「ゾーニングと土、

地利用」として記述していたがより適当な表現方法に変更したもので （１）土地、

利用の現状と基本方針の項目を新たに追加記述している。内容としては、限られた

土地の有効活用を図っていくこととし、土地の適正な保全と計画的・効率的な土地

利用の実現をめざすため、土地利用計画を策定することとしている。

（３）地域別整備方針については、１）市街地エリア と２）里山エリアに、浸水

地域における治水事業の推進を追加記述している。３）清流・山村エリア、４）山

地・森林エリアには、農林業の振興の項目に、林道と併せて、欠かすことができな
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い作業道・作業の整備を追加で記述している。

第５章 新しい町の主要な施策

（１ 【生活・環境】自然を守り快適で安全なまちづくりとして、○自然・歴史的）

環境の保全・活用、○「緑のダム」づくりと治山・治水対策の充実、○浸水対策、

○住環境の整備、○上水道・簡易水道等の施設整備、下水道・農業集落排水の施設

整備、○生活衛生対策の充実、○消防・防災対策の充実、○交通安全・防犯対策の

充実、○道路網の整備、○公共交通体系の整備、○地域情報化の推進の１１の主要

施策を記述している。

（２ 【安心・健康】安心とやさしさ健康福祉のまちづくりとして、○保健・医療）

の充実、○高齢者福祉の充実、○障害者（児）福祉の充実、○児童福祉の充実、○

スポーツ・レクリエーションの推進、○地域福祉の充実の６つの主要施策を記述し

ている。

（３ 【産業振興】多彩な産業が展開され活力あるまちづくりとして、○農畜林水）

産業の振興、○工業の振興、○商業の振興、○観光の振興、○伝統産業の振興の５

つの主要施策を記述している。

（４ 【文化・教育】人や文化を育み心豊かなまちづくりとして、○学校教育・幼）

児教育の充実、○生涯学習の推進、○男女共同参画の促進、○地域文化の継承・振

興、○国際交流・地域間交流の促進の５つの主要施策を記述している。

（５ 【連携・協働】住民と行政の連携・協働によるまちづくりとして、○コミュ）

ニティの育成、○行財政運営における住民等との協働、○行財政運営の効率化・高

度化の３つの主要施策を記述している。

３３ページ 新たなまちづくりのための公約は、既に将来構想として同意をいただ

いているので、追加、修正を加えました主な部分について説明する。

３３ページの生活・環境の上から２つ目の○印については、森林所有者の自己負担

ゼロという将来構想での記述を（大企業は除く）の部分を追加している。大企業の

私有林については、県の助成の対象となっていないことから修正により大企業を除

外するもの。３４ページの上から２つめの○印については、高齢者の介護や支援に

関して、将来構想では、在宅介護制度の理念とする在宅介護に関して記述していな

かったことから、在宅サービスの充実を述べたうえで、施設の充実を図ることとし

て記述内容を変更した。３５ページでは、文化・教育の分野において上から５つ目

には、アンケートによる住民のご意見などを踏まえて 「○安全でおいしい地元の、

農作物等を学校給食に取り入れるとともに、吾北地域における小・中学校の完全給

食を実施するため、給食センターを整備します 」と追加記述している。。

その他の修正箇所については、文章の前後のつながりや整合性などから表現を改め

るもの。

第６章 新しい町の県事業の推進

この項目については、県との協議を経て、１２月の協議会に提案させていただく。

第７章 公共施設の適正配置と整備

住民生活に急激な変化を及ぼさないよう十分配慮し、地域の特殊性やバランス、さ

らには財政事情等に配慮しながら、逐次検討・整備を進めていくことを基本として

おり ・新しい町の事務所については、合併後５年以内の建設をめざすこと ・吾、 。

北村及び本川村の役場庁舎については、地域に密着した行政サービスを提供するた



- 9 -

めの総合支所として活用し、住民窓口サービスの低下を招くことがないよう電算処

理システムのネットワーク化等により必要な機能の整備を図ること ・学校給食の。

未実施地域である吾北地域の小・中学校において完全給食を実施するため、学校給

食センターの整備を図ることなどを記述している。

第８章 財政計画

財政シミュレーションを元に作成しており、期間は、建設計画の期間と同じく、平

成１７年度から２６年度までの１０ヵ年としている。推計方法に関する記述につい

ては、政シミュレーションでの表現を分かり易く表現し直してある。

第９章 建設計画の推進に向けて

・計画づくりの段階からの住民の積極的な参画を図るための住民との連携・共同、

・建設計画の着実な推進や住民への進捗状況の公表などを行うための推進体制の整

備の２つの項目について記述している。

４５ページから４８ページについては、用語の解説である。

建設計画については、今後、県との事前協議、正式協議といった手続きを踏む必要

があるので、今後のスケジュールの関係からできるかぎり、次回の１２月の協議会

で、同意をお願いできればと考えている。次回には、本日のご意見を踏まえて修正

したものを提案させていただきたいと考えているので、本日、各委員さんから出さ

れるご意見以外についてご意見などがあれば、１２月２日、火曜日までに事務局ま

で連絡いただけるようあらかじめお願いし、ご協議を願う。

○議長：最後の補足説明の中で、１２月２日までということであるが、１２月に再度協議

して審議をしていただくが、１２月時点での変更は、その場で決めるといった認識

でよいか問う。

○土居内計画班長：詳細な部分については、１２月でも変更可能だとは思うが、理念的な

ものとか大きな部分については、１２月の協議会その場でなかなか修正が難しいだ

ろうと思うので、できれば本日この場でご意見をいただき、また言い抜かり等があ

る場合は、１２月２日までに事務局までお知らせしていただきたいというお願いで

ある。

○議長：何かご質問、ご意見はないか問う。

○浜田孝介：３４ページ、○の２つ目で、先ほどの補足説明の中で、介護の問題について

は在宅介護にウェイトを置くというような姿勢があるように聞こえたが、在宅重視

ということをある程度意識しているというような理解でよろしいか。

○土居内計画班長：将来構想の段階では、吾北荘の充実という視点からこの項目について

盛り込んでいたが、県の方にも意見を伺ったが、介護の理念というのはやはり在宅

介護という理念があるので、それを触れずに施設整備、施設の充実ということだけ

を触れるということは十分でないのではないかというご意見もあった。在宅介護の

必要性を前段で謳っておいて、在宅介護で対応できない方について施設入所をはか

るために施設整備を図るというふうな記述にさせていただいた。

○曽我部義晴：建設計画についての基本的なことをお聞きしたい。建設計画は、市町村の

合併特例法第５条に基づくものとして、県に協議すべきものであると解釈している

が、そういう理解でよいか問う。

○土居内計画班長：その通りである。

○曽我部義晴：県に協議をしておかなければ合併特例債が適用にならないのではないかと
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思うが、ここの細かい事業計画は出ていないが、その辺はどのように考えればよい

か問う。

○土居内計画班長：合併特例債については、建設計画の中に記載をされる事業が対象にな

るというふうに解釈をされている。建設計画の中に記載される事業であれば、全て

合併特例債の対象となるといったものではなく、合併特例債の対象にする事業の要

件がある。

その要件については、例えば合併市町村の一体性の速やかな確立を図るために行う

公共的施設の整備事業、道がないために道を整備をするとか、或いは住民が集う運

動公園の整備を図るとかいったものもあるし、地域間の均衡を図るために整備をす

るといったものも合併特例債の対象になる。

合併特例債の事業計画といったものについては、建設計画を策定する時に、例えば

この地域であれば、合併特例債の事業費ベースで９４億円の上限があるが、その９

４億円の事業計画を積み上げて県の方に提出するといったスタイルではなく、建設

計画の中に記載する事業の中から、実際に実施する年度、例えば５年後に庁舎を造

るということであれば、５年後に計画書を県の方に提出して、それが合併特例債に

あたるのかどうかという判断をしていただくというようなことになろうかと思う。

その際に、これは合併に適する事業じゃないというふうな判断であれば、いくら建

設計画に記載をしていても合併特例債を充てるということにはならない。そういっ

たことから今の現状では、ある程度の事業について幅広く受け取れるような形で建

設計画の中には記述をしている。

この中で、例えば事業を実施する年度にこのページをこういった内容で記載をして

いるので、合併特例債の計画書を上げていくことになる。理由としてはこういう理

由で必要性があるというふうな形で県との協議をして起債を充てれるかどうかとい

うふうな判断になろうかというふうに聞いている。

○議長：この計画にないものは、合併特例債が使えないということの理解でよいか問う。

○土居内計画班長：合併後に、建設計画の変更ということも可能にはなっているが、合併

特例債を充てる場合には、この建設計画に載っていることが前提となる。

○曽我部義晴：３６ページ、新しい町の県事業の推進とあるが、これは合併の要望という

意味で 「要望」が抜かっているのではないかと思った。市町村の合併の特例に関、

する法律の第５条は、市町村建設計画の作成及び変更であるが、第５条第１項第２

号に 「合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の建、

設の根幹となるべき事業に関する事項」を作成するものとすると明文化されている

が、建設計画の事業主体は町であると認識しているので、この条文からすると新し

い町の県事業の推進の費用は、実質的には、特例債を県が使って実施するという考

えでよいか問う。

○土居内計画班長：県事業については、合併特例債といったものではなく、合併推進債と

、 。 、いったものが 国のメニューの中にある 合併推進債が適用をできる事業もあるし

既存の予算の中で合併に対して応援をしていただくといったものもあろうかと思

う。そういったものについては、県の方にお願いをしていくという形になろうと思

うので、この第６章については、要望的な内容になってくる。

これについては、１２月の協議会でご提案させていただく。

○曽我部義晴：始に申したように、推進の要望という意味合いのものか。
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○土居内計画班長：今、素案の段階であるが 「県が主体となって行う事業について、重、

点的かつ計画的な整備促進を要望し、継続事業の早期完成並びに新規路線の事業化

に努めます 」といった形でまとめたいというふうに考えている。。

○曽我部義晴：次に出される計画書の中には、県は具体的に示して出してこられるおつも

りか。

○議長：県の隅田室長に意見を伺う。

○隅田明：こういう建設計画の中に県の事業の推進という１項を入れる団体と入れない団

、 、体があるが 法律的には県も積極的に支援をしていくということになっているので

ここは単独の事業、或いは先ほど出ておりました合併推進債という県が国から若干

有利な借金ができるといったものを利用してやっていく事業とかいうものを盛り込

んでいく形になる。各地域とも話をしているところであるが、県の予算も非常に厳

しい状況であるが、私どもの課は、合併の担当部署であるので、関係事業課と調整

して少しでも県として単独事業、もしくは推進事業債を利用した事業で活用できる

ものを載せていきたいということは思っている。

ただ、やはり、新しい町ができてからということが基本になり、町ができる事前の

、 、準備段階というのも若干対応はできるが 県的には長期に渡ってのことでもあるし

財政状況もあるので、今の段階で明確に県として、これとこれとこれはできるとい

うことを明確にできるかどうかは不安な点がある。

例えば道路の整備であると、継続事業として着手しているものもあるし、そういっ

た部分では、はっきり載せられる部分もあるし、予定される事業年度との絡みもあ

るので、今後詰めさせていただきたいが、できればこういったことを順次検討協議

しながら調整が整ったものから実施していくとか、或いは要望するとかいう形でお

話をいただけたら、私どもの方も関係部局との協議をする際にはしやすいと思って

いる。

○議長：ここは要望ではないかといった質問があった。合併推進債については、今ここで

どの事業ということを全く決めていないわけなので、ある程度要望といった形にな

るのか。

○隅田明：県が借金してするのが合併推進債で、合併特例債というのは、各地域地域の市

町村で借金をしていただく分である。今、県の中でも推進債を使ってやるのか、そ

れもやはり借金であるので、単独の一般財源の中から調整してやるのかということ

も議論をしている段階である。

○議長：曽我部委員それでよろしいか伺う。

○曽我部義晴：次の会を期待している。

議長である会長にお尋ねする。２６ページに「仁淀病院の再建」という記述がある

が、新聞報道で仁淀病院は平成１４年度決算は黒字であるということを読んだが、

大変努力をされておられると思う。会長は以前にこの会で、仁淀病院は老朽化が進

んでいるので、改築の必要があると記憶しているわけである。

この３か町村はもとより、高知医科大学の付属病院などの公立病院は、遠隔地にあ

るので、地区住民は大変不便だと思うので、高齢化が進んでいる今日、地域住民の

町立病院として、町村合併を機に早急に改築と合わせて、近代的設備を整えていた

だきたいと思う。計画書の３８ページに、本庁舎の改築を５年以内に目指すという

ことが記載されているが、本庁舎の改築も必要だが、医療体制を十分に整えていた
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だきたい。そして住みよい町に前進をさしてほしいと、このように期待をしている

ものである。

私事で申し訳ないが、９３歳の義母の具合が悪い時に仁淀病院から市民病院へ、最

終的にもみの木病院へいってＭＲＩの検査をした。また、自分自身も急に具合が悪

くなり入院したが、そこの病院では１日５千円の差額ベット代があった。少ない年

金生活の中で、１日５千円の差額ベット代を支払って長引いたら大変なことだと思

った。公立病院では、通常差額ベット代をとらないと思うし、そういう意味から公

立病院が近くにあるということは非常に心強いと思うので、そこの辺りを十分検討

していただきたいと思う。

以前先進地視察研修をした時に、町立病院の改築ということがあったので、尋ねて

みたところ１年間で億単位の補填をしているが、合併を機に総合病院に改築してい

くんだと、このことについては県や国に強く突き上げるというお話もしていた。

庁舎の改築も急ぐだろうが、病院についても十分に検討していただきたいと思う。

○北川一海：新町の合併のメリットというのは、特例債を使った事業とかいろいろあると

思うが、新町建設計画が新しい町の姿に浮かんでくると思うが、そうした中で、県

の事業の話も出てきたが、国の事業は伊野町には全然関係ないのか、わかっておれ

ばお知らせしていただきたい。

それと県の事業もそうだが、全体事業計画の中で変更はもちろん認められると思う

が、筒いっぱいの事業を組んでいてもそれができない場合もあると思うが、全体計

画ではある程度オーバーしたような形の計画を組んでしかるべきだと思うが、それ

についてはどうかお尋ねする。

○議長：国の事業については、特にない。そのための特例債といったものが支援だと認識

。 、 。している 県の事業については 事務局の説明の通り全体計画の中で変更はできる

ただ、９４億円といった事業については、それを１００億円要望するといったこと

はおかしいことだと思う。

将来、新町の建設計画の中で１００億円であろうと２００億円であろうと出すのは

いいと思うが、９４億円は９４億円で絞り込んでいくべきだというふうに考えてい

る。

次に、仁淀病院については、曽我部委員のおっしゃられたとおり、平成１３年度は

１億２，７００万円の赤字が、平成１４年度は、６５０万円ぐらいの黒字に変更し

。 、 、た 主な要因としては 患者さんが仁淀病院を好んで受診してくれたのが大きな点

そして、人事院勧告によって職員の給与が減った点、こういったものが相俟って黒

字に転換したというところである。以前に少し報告させていただいたが、仁淀病院

の再建を図るために院長の１０月からの交替があった。実は上半期分の仁淀病院の

経営状態については月１００万円程度の赤字であった。１０月の診療を見ると例年

になく外科の分野が伸びており、このままだと人事院勧告と相俟って少しは黒字に

なるのではないかという方向である。

また、仁淀病院の方向性そのものは、院内の病気治療にのみとらわれず健康事業、

在宅介護事業の分野にも力を入れたいといった院長の思いがある。ただ、民間の在

宅医療制度をやっている事業者があるので、そことの競合は避けなくてはならない

と考えているところである。

仁淀病院の建て替えについては、現在日高村と伊野町の一部事務組合であるので、
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日高村との合併はないので特例債は対象にならないと思っている。ただ仁淀病院と

して今の黒字の状態がどれくらい良くなるのか、また患者さんの状況、医師の確保

の問題、こういったことを考慮し、数年後には何年後に改築をしたいといった打ち

出しはしないといけないというふうに現院長と話をしているところである。

患者さんのたらい回しといった分野については、消防隊との連携も必要であるし、

今の院長になってからは、どういった患者さんについては受け入れられないとか、

いったん来ていただければすぐに医大との連携を図るとか、そういった分野につい

ては、病院と消防、行政との中で調整をしていきたいと思う。

公的病院の差額ベット代については、個人の都合で個室を希望した場合は仁淀病院

でも２，０００円いただいている。

患者さんの負担の少ないような価格の設定は、していかないといけないというふう

に考えている。

○曽我部義晴：仁淀病院は、日高村との組合病院であるが、老朽化を防ぐ面も両者で話し

合いをしてよい方向へ向ってほしいと思う。今後、新しい町としての医療機関とし

て十分に検討していただきたいと思う。

○会長（議長 ：仁淀病院の管理者でもあるので、そういった面を充分考慮しながら再建）

と改築といった面には、努力していきたいと考えている。

○中平一三：２９ページと２４ページに関連する事だが、観光の関係で恵まれた自然環境

とか観光資源ということになると石鎚経由瓶ヶ森線、こういうルートをさしてもい

いんじゃないかと思われるが、２４ページの道路網の整備には、こういう文字が入

っていないが、本川から瓶ヶ森を通っての観光ルートの道路整備も、この中にうた

っていただければいいんじゃないかと思う。多少の改修工事はやっているが、とて

も長期にわたるものなので早急に改良工事をするためにもこういうところへ文字を

入れていただいたらいいと思う。

○土居内計画班長：石鎚公園線については、県道４０号ということで県が管理をする道路

となっている。全線１．５車線改良をするには相当な時間がかかるというふうな話

も聞いているが、第６章の新しい町の県事業の推進の項目の、県道の整備促進の項

目の中に、県道の改良といった具体的な路線名を挙げて働きかけをしていくという

ふうな記述もしているので、そこで記述させていただきたいというふうに思ってい

る。

、 、○長崎譲：全体的にこの計画を見ると 活字にするとなかなか立派な文章になっているが

ただ、私が考えるのに例えば伊野の商店街の発展一つをとっても火が消えたような

状態である。これを活性化するといってもなかなか並大抵な努力ではできない。

それから、産業の振興についても、スラッジの流れた仁淀川を見た場合に、何十年

来、仁淀川の水が汚染をされている。これも議会ごとに問題にしつつ、今日まで同

じ様な現状が続いてきている。

やはり、文字にすれば１行ですむ問題でも、実際にやるとなるとかなりの努力も要

るし、またお金も伴ってくる。３つの町村が合併した場合に、より行政が広域化し

てくる。本川の山の奥に生活をされている方々などに対しては、行政の光が届かな

いと、合併しようとすまいと関係ないというような気持ちの方がおられると思う。

そういう方々に合併をして良かったと心の底から思ってくれるような、行政が必要

。 、 、であると思う ここに書かれているように 年に１回は懇談会を開催するとあるが
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年に１回ではいけない。たびたび懇談会ももって地域の住民の意向も聴いて、その

意向に添った行政をやっていく。区長連合会でも合併をした町へ視察に行った。そ

のときに帰りにそこの女性職員に、合併をして職員が減って大変であるだろうと聴

、 。 、 。いてみると そんなことはない と そのような答えがかえってきてびっくりした

それは適材適所へ職員を配置し、住民の声を吸い上げて、それに行政として対応し

ていくべきであると、感心した。地域隅々まで行政が望まれる。地域の特性を活か

した町作り、村づくりが必要である。先ほども仁淀病院の話も出たが、病院も大変

である。患者が医者を選択する時代になってきた。整った設備、研究室のある病院

でなければ、若い医者も来てくれない。それにはそれなりのお金も必要となる。仁

淀病院の再建一つとっても大変な苦労であると思う。充分そういったところへ力を

注ぎながら、平等に公平に地域の皆さん方に行政の光の当たるような、そのような

行政をやってもらえれば、合併をしてよかったとなると思う。

○議長：ご要望としてよろしいか。

○川村茂：Ｐ３０の【文化・教育】の件に関して、いじめや不登校と文言があるが 「本、

川中学校の山村留学制度を活用し 」とあるが、当初はこれはいじめや不登校児の、

受けいれのために、山村留学を開設したわけではないので、この文言には非常に地

域のこれから入ろうとする生徒にとっては非常に問題があろうかと思うので、ここ

の文言は少し適切ではないと思う。

○議長：そういった思いが出てくる読み方に受け止められるのであれば、やはり 「…努、

める。また、現在行っている本川中学校の山村留学制度を…」といった、そういう

意味合いでよろしいか。

○川村茂：いじめや不登校はどこでもあろうと思うが、それはそこの地域で対処されれば

よろしいが、この文言でいくと、悪いものは全部こっちへ受け入れるというような

意味にもとれる。

○議長：記述の方法について、事務局に問う。

○土居内計画班長：表現方法については、教育部門の各課長さん方と協議をして１２月の

協議会で修正をさせていただきたいというふうに考える。

○筒井幹夫：１９ページ、新町を２つのゾーン、４つのエリアに分けているが、その中の

地域別整備方針という中に、浸水地域で、市街地エリアと里山エリアに土地名を上

げて記述してあるが、当吾北地域にも浸水地域があるが、これは今現在始まってい

、 。る事業なのか これからの取り組みの中で入れているのかということをお伺いする

これからの取り組みの課題であれば、山村清流エリアにも吾北地域では、浸水対策

をしてほしいという要望を国県にはしている。そこの辺りの振り分けを１点。

２点目として、合併して除間伐の土地所有者負担ゼロという非常にすばらしい事業

が出ているが、昨年度まで間伐せよせよと言っていたものが、来年度は６０％にカ

ットされるというような話も聞いている。これは、新しい町の財源独自で実施され

るおつもりなのか、或いは県、町の財源も投入しながらやっていかれるのか、そこ

の辺りの構想をお尋ねしたい。

○会長（議長 ：第１点目の地名については、現在行っているところを記載させていただ）

いている。つまり伊野町の主要施策で現在国において行っていただいている事業を

上げらせていただいているとご理解お願いする。

２点目の間伐の補助金については、国、県、町と３つの補助金を活用した方法でい
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。 、 、 、きたいと思っている ９齢級までは 国の補助金 県の補助金がきく事業もあるし

そういったものについてはその補助を活用しながら、自己負担分について町が継ぎ

足す。１１齢級とか１２齢級（１齢級＝５年）５５年生の間伐については補助金が

ないので、そういったものについては新しい町で町単独の事業でやって参りたいと

いうふうに考えている。

○議長：午後３時５４分に、暫時休憩する旨宣告

○議長：午後４時７分再開、休憩前に引き続き再開する旨宣告

○議長：建設計画について、他にご質問、ご意見はないか問う。

○委員：なしの声

○議長：今回は、意見をいただいたというふうに理解をする。

それでは、本日皆さま方にご協議いただいた内容を踏まえて、次回協議会において

再度、提案させていただくのでよろしくお願いする。なお、冒頭に事務局が申した

とおり、何か細部、また大きな項目でも修正等あれば、１２月２日までに事務局の

方にご連絡を願いたい。

小委員会報告第３号 議員定数等検討小委員会報告についてを議題にする旨宣告す

る。

２月１８日開催の第２回協議会において、議員定数等検討小委員へ諮問し、協議を

お願いしていた事案につき、伊野町・吾北村・本川村合併協議会小委員会設置規程

第７条の規定に基づき、黒石委員長から報告をお願いする。

○黒石委員長：２月に諮問を受け、協議を重ねてきた。６月の協議会で協議会に結論を出

すことの日延べをお願いして、皆さまからご賛同いただいたが、こんなに遅くなっ

て、大変ご迷惑をおかけしたことをまずお詫び申し上げる。

２ページに、それぞれ協議した回数や内容について記載してあるが、２回目から４

回目までについては、協議内容と協議結果は、同じ議論をしてきた。つまり２回、

３回、４回と同じ議論をしてきた。５月３１日の会から１１月にとんでいる。そう

いったこともあり、この会に報告することが遅くなったことを再度お詫びする。

３ページから４ページにかけては、議会議員の定数及び任期等に関する小委員会意

見集約及び選定理由を記載している。左側にたて枠で 「小委員会の意見集約 、、 」

右側の太枠に選定理由というのがあり、下におりて見ていただきたい 「協議の結。

果」が○（白丸）で上にあり、次に【】で在任特例を適用する主な理由として４つ

ある。中段で《》設置選挙を実施すべき意見の理由も載せてある。下段は、協議の

結果と在任期間の理由について記載してある旨、資料の見方を説明する。

まず、重要な部分として、小委員会の意見集約欄を読み上げる 「旧町村の議会議。

員は、市町村の合併の特例に関する法律第７条第１項第１号の規定を適用し、合併

後、平成１８年５月３１日まで引き続き新町の議会議員として在任する。を小委員

会の意見とする 」。

選定理由の協議の結果は 「一部の委員からは、設置選挙すべきとの意見もあった、

が、在任特例を適用すべきとの意見が大勢を占めたことから、小委員会の意見とし

ては、在任特例を適用することとした 」。

在任特例を適用する主な理由は、①合併までに協議された膨大な調整事項や建設計
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画に基づく事業などが、合併後の予算や条例等の中で、確実に実行されるよう、合

、 、 。併に至るまでのプロセスを熟知した議員が 一定期間 見守ることが適当と考える

全て読んだ方が親切だとは思うが、時間はどうか尋ねる。

○議長：委員の皆さま方には事前に資料を配付していたので、お目を通していただいてい

ると認識しているので、小委員長報告は、要点のみでお願いする。

○黒石委員長：少し端折り説明させていただく。

設置選挙を実施すべきという意見もあり 「特別職が解職となるため、議員も、新、

しい町の住民に対して自分のきちっとした方針、公約をされて選挙をして頂くのが

一番理想的で公平でないかと考える 」という意見もあった。。

協議の結果、設置選挙を主張する一部の委員以外の委員においては、在任期間を、

平成１８年５月３１日とする意見の一致が得られた。在任期間の理由として、在任

の期間については、合併までのプロセスや地域のことを熟知した現在の議員が責任

をもって、実質上、新町のスタートとなる平成１７年度当初予算を審議し、執行状

況を確認した上で、平成１８年度当初予算の審議を行ない、次の議員に引き継ぐこ

とが適当と思われることから、平成１８年３月議会の終了後に、在任特例終了後の

一般選挙を行うべきと考える。

４ページ、小委員会の意見集約は 「在任特例適用後の議員定数は、①２０人②２、

４人以内③２６人の３つの案を小委員会の意見とする 」。

協議の結果、在任特例適用後の議員定数については、２０人とする意見と２４人以

内とする意見、２６人とする意見に分かれ、意見の一致を得ることができなかった

ことから、３案を併記して協議会に報告することとした。

４ページの下段、これは必ずしも小委員会が答申をする必要のない項目であるが、

協議した結果を報告する 「在任特例適用後の一般選挙における選挙区は、①設置。

しない。②合併後に検討する。の２つの案を小委員会の意見とする 」。

協議の結果、在任特例終了後の一般選挙における選挙区については、設置すべきで

ないという意見と合併後に検討すべきという意見に分かれ、意見の一致を得ること

ができなかったことから、２案を併記して協議会に報告することとした。

○議長：このことについては、この後の協議事項にも上げているので、質問等はその際に

受けるようにするのでご了承願う。

○委員：小委員会報告第３号 議員定数等検討小委員会報告についての委員長報告を終わ

る。

。 、 。事務局にお尋ねする 在任特例適用後の一般選挙における選挙区は ①設置しない

②合併後に検討する。とあるが、この合併後の検討する余地があるのかないのか、

あるとすれば初回だけなのか補足説明をお願いしたい。

○土居内計画班長：選挙区については、条例で設置することになっている。初回のみとい

うことではなしに、選挙区を設ける必要性がある限り継続をして選挙区を設けての

選挙が可能になってくる。

○議長：具体的に言うと、本川村の有権者数と伊野、吾北の有権者数とでみると本川村が

０となることはないか。

○土居内計画班長：１以下の場合については、まずその選挙区について、先に切り上げを

行うということで、最低１ということは保障されている。その部分については、協

議の内容のところで追ってご説明をさせていただきたいというふうに考えている。
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○議長：それでは、継続協議事項に入る。第２回協議会で、継続協議となっていた協議第

８号 議会議員の定数及び任期の取扱いについて〔協定項目第７号〕を議題にする

旨、宣告する。事務局から説明を求める。

○土居内計画班長：６ページ、３町村の議会議員の現状について説明する。３町村とも法

定定数を下回る形で議員数を定めており、吾北村については、条例上の定数１２人

から１人を欠いている状態となっている。

３町村の議員の報酬等について、議員報酬は、３町村の中で、伊野町が最も高く、

本川村が、最も低くなっている。

次に、留意事項、新設合併する場合は、合併関係市町村の議会議員はすべて身分を

失うため新たに選挙する必要があるとなっている。しかしながら、市町村の合併に

、 、対する障害をなくしその推進を図るとともに 合併市町村の運営を円滑にするため

議会議員には、合併特例法により「定数特例」や「在任特例」などの特例措置が定

められている。この特例の適用の有無やその内容については、合併市町村が協議を

行う必要があり、この協議が整った後、合併関係市町村の議決を経て、直ちにその

内容を告示しなければならないというふうになっている。なお、いったん決定され

た事項は、合併後に変更することはできないこととなっている。

７ページ、議員定数や任期を定める場合には、合併特例法を適用せず原則による場

合と定数特例あるいは在任特例を適用する場合の３つの選択肢がある。

特例を適用しない場合と定数特例を適用する場合については、３町村の廃止にとも

なって、３町村の議会議員は、失職することになるので、合併後５０日以内に設置

選挙を行う必要がある。議員定数については、地方自治法第９１条で定められいる

が、合併後の新しい町は、人口２万人以上の町なので、法上の上限数は、２６人と

なる。この２６人の範囲内で、合併特例法を適用せず設置選挙を行う場合は、議会

議員を何人とするのかについて、あらかじめ、法定協議会で協議を行い、３町村の

議会の議決を経て、告示しなければならない。

また、定数特例を適用する場合の議員定数については、上限定数の２倍を越えない

範囲、つまり、３町村が合併した場合は、５２人以内で定めなければならない。

一方、在任特例を適用する場合の議員定数については、３町村の議会議員４１名が

そのまま２年間以内で残ることになる。なお、地方自治法の改正施行により、平成

１５年 月から定数特例や在任特例を使う場合においても、特例適用後の議員定数1

について、あらかじめ定めておくことが必要となっている。

８ページ、資料中段の⑥選挙区については、公職選挙法第１５条第６項において、

「市町村は、特に必要があるときは、その議会の議員の選挙につき、条例で選挙区

を設けることができる」と定められている。この特に必要があるときとは、町村合

併のために地域が広がるなど特に必要があるときも含まれると解されており、特例

を適用する場合、しない場合にかかわらず、選挙区を設けることが可能となってい

る。この選挙区については条例で定め、条例が改正されない限りは、この選挙区を

持って選挙を行うということになっている。

この各選挙区における議員定数については、原則としては、公職選挙法第１５条第

８項に定められているように、人口に比例して定めることとされているが、公職選

挙法施行令第９条の特例として、合併があった場合は、人口に比例しないで定める

ことができるとされている。この公職選挙法施行令第９条による人口に比例しない
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で各選挙区の定数を定めることができるのは、合併後、５０日以内に行う設置選挙

に限られ、設置選挙後の２回目の一般選挙や在任特例を適用した後の一般選挙にお

いては、人口に比例しないで定めることが適当でないと解されているので、設置選

挙以外の一般選挙においては、選挙区を設けたとしても、公職選挙法第１５条第８

項の原則によって人口に比例した定数を定めなければならないといったものであ

る。

１０ページ、議員報酬の経費や議場の改修経費について試算をさせていただいたも

のである。まず、議員報酬の算定については、この資料は、特例を使うのか、使わ

ないのかを検討する際に、経費の面から、どれぐらい違いがあるのかを見ていただ

くために作成したものである。合併後、８月、１年２月、１年８月、２年、４年の

５つのパターンについて、合併しなかった場合と法定上限数の２６人で設置選挙を

した場合、５２人の定数特例をとった場合、在任特例により４１人の議員が在任し

た場合の４つのケースを想定して経費を試算している。

経費の比較の欄では、各想定間の経費を比較している。在任特例をとった場合は、

議員報酬を最も高い伊野町の例で試算をしている。また、住民の皆様から多くのご

質問がありました設置選挙と在任特例との経費の比較では、在任期間を１年８ヶ月

とした場合は、在任特例の方が設置選挙より、９，８００万円ほど経費が高くなる

という試算をしている。

次に在任特例を適用した場合の議場の改修経費について、この資料は、住民の皆様

からの、在任特例を適用した場合、４１人の議員が議場に入るようするためには多

額の改修経費を要するのではないかとのご意見を受けて試算したものである。３町

村の議場いずれにおいても、そのままでは、４１人の議員が一堂に会することがで

きないので、改修等を行う必要がある。ここでの試算は、現在の伊野町の議場を使

用することとして、机や椅子を小型のものにしたり、議員控え室を２室増設するこ

との想定で経費を算出している。

１１ページ、この資料は、議員定数を何人とするのかを検討する際に、経費の面か

らどれぐらい違いがあるかを見ていただくために作成したものである。１人当たり

の月額費用については、伊野町における平成１４年度の決算数値をもとに、議員１

人あたりに要する月額費用を算出しており、議員数は、定数特例の上限の５２人、

在任特例の４１人、法定上限数の２６人、あと２４人、２２人、２０人の６つのパ

ターンで試算している。

１２ぺージ、この資料は、議会議員の特例の概要に関するものである。まず、①定

数特例については、定数特例を適用し、選挙区を設ける場合における、町村単位で

の選挙区の議員定数をお示ししている。人口に比例して定数を算出する場合には、

端数が生じたときは、まず、１未満のものを先に切り上げ、次に１以上で端数の大

きいものから定数を満たすまで切り上げるといった方法により、算出することにな

る。

表の右にお示しする人口に比例しない場合については、設置選挙に限って認められ

るものだが、一つの例として各選挙区に２人の平等割を設け、残る数を人口割りで

算出する形で試算している。

次に在任特例適用後の一般選挙において選挙区を設ける場合の試算を、下の表でお

示ししている。
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９ページ、先ほどご説明させていただいた経費や選挙区定数なども参考に議員の定

数・任期についてご協議をいただくことになるが、合併特例法を適用せず設置選挙

を行う場合、定数特例を適用する場合、在任特例を適用する場合の３つの選択肢に

おいて、それぞれ協議する事項に相違がある。

まず、特例を適用しない場合の協議事項としては、①議会議員の定数、②設置選挙

における選挙区の設置の有無。これは、設置選挙後の一般選挙においても選挙区を

設けることができるので、設置選挙限りとするのか、その後の選挙においても選挙

区を設けるのかを協議する必要がある。次に、③選挙区を設ける場合の選挙区ごと

の議員定数。これは、設置選挙に限って、人口に比例しないで定めることができる

ものである。

次に、定数特例を適用する場合の協議事項としては、①議会議員の特例定数 ②定

。 、数特例適用後の議会議員の定数 ③設置選挙における選挙区の設置の有無 これは

設置選挙後の一般選挙においても選挙区を設けることができるものである。④選挙

区を設ける場合の選挙区ごとの議員定数は、設置選挙に限って、人口に比例しない

で定めることができるものである。

次に、在任特例を適用する場合の協議事項としては、①在任の期間 ②在任特例適

用後の議会議員の定数 ③在任特例適用後の一般選挙における選挙区の設置の有無

このようなことについて、ご協議をいただかなければならないのでよろしくお願い

する。

次の、議員定数等検討小委員会の意見については、先に、黒石委員長さんから、ご

報告があったので、割愛させていただき、調整方針案として、

・旧町村の議会議員は、市町村の合併の特例に関する法律第７条第１項第１号の規

定を適用し、合併後、平成１８年５月３１日まで引き続き新町の議会議員として在

任する。

・在任特例適用後の議員定数は、協議会において決定する。

・在任特例適用後の一般選挙における選挙区は、協議会において決定する。

、 。・議会議員の報酬等については 同規模の自治体の例をもとに合併までに調整する

という調整方針とさせていただいているので、ご協議をよろしくお願いする。

○議長：事務局より議会議員の定数及び任期の取扱いについて説明があったが、何かご意

見、ご質問はないか問う。黒石委員長の報告も合わせてお伺いする。

○長崎譲：委員長の報告について、ずっと会議をしてきて、出された意見がそれぞれ結論

が出ずに継続協議という形をたどり、５月３１日から１１月７まで相当の期間休会

になって、１１月７日に在任特例を適用することで意見の集約をみたという報告が

あっておるが、その間に住民の意向をどういうふうに委員会としては、分析をされ

たか伺いたい。

○黒石委員長：５月３１日の会であるが、区長会が近々あるのでその区長会の意見も聞き

ながら、判断したいので待ってほしいという発言があった。それを待って次の全体

の意向に反映するということであったが、その後また行政懇談会、地区説明会もあ

るということで今までになってしまった。区長会や行政懇談会や地区説明会が１０

月のおわりに終わったと思う。その結果をみて区長会や地区説明会や行政懇談会な

どで住民の意向なども充分聴き、参考にしたうえで次の会を開こうということであ

った。それを受けて急遽１１月７日に５回目の会議を開き、このような結果になっ
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た。

○長崎譲：区長連合会の意向や地元での説明会をやった後でその意見を聴いた結果、この

ような形になったということであるか。

○黒石委員長：そのように受け止めている。

○長崎譲：合併問題では３つの困難な問題があると考える。まず一点目は庁舎の位置の問

題、二点目は町名の問題、三点目は議員定数である。どこの地域でももめている。

だから慎重に審議を進めてほしい。伊野町の区長連合会でも大変意見が出た。その

意見を集約した結果、要請書として伊野町議会、会長宛に提出したわけである。伊

野町の場合もう一つの団体からも出ている。その結果が、ぜんぜん回答がない。回

答がなくして今日委員長が報告された。住民の意向が反映されていないと思う。こ

れは大変重要な問題であるので、慎重に審議をされた結果出されたと思うが、私は

心外である。

そもそも小委員会の構成のメンバーの時から不思議に思っていた。当事者の議員が

決めてはいけない。第三者もそれに加えて同数くらいにしてその中から良い結果を

出したらどうかと、このように考えておった。このような結果が出たとき、やっぱ

り思っていたような結果が出たと町民は思うと思う。

○黒石委員長：小委員会の中でも今のような意見が充分出された。協議していく中で３人

の議員以外の委員の２人がある方向を提案されたという時点までは、私は見極めて

いた。３人の内２人は早くから意思表示されていたが、もう一名は熱心に制度等研

究されて、４回目の小委員会の時に意思表示をされた。議員以外の委員の意見は重

視したつもりである。

○西川かず子：委員長報告があったが、私はこの小委員会に所属している。委員が委員長

に質問をするということは、前代未聞ではないかと思うが、私もこれが最後の住民

代表の委員さんに訴える場ではないかと思うので、皆さんよくお聞きになってくだ

さい。

私は、第１回から第６回の小委員会まで一貫して、議員は設置選挙を行い、小選挙

区制を設けていただき、それを導入することにより、本川村、吾北村の過疎地域の

方々には充分議員を確保してあげ、伊野は定数から吾北と本川の議員さんを差し引

いたその定数の中で、充分これから議員活動をしていただけるのではないかと思う

と、意見してきた。

そして、その歳費その他については、本川村、吾北村には非常に過疎地域であるの

で、観光面、道路網とかあるいは教育面、福祉面そういう方面にこの歳費等は回す

べきだという発言もした。が、この委員会の構成は現職議員が４名である。民間委

。 、員は１人ずつである この構成については先ほどの長崎委員からも発言があったが

今更言ってもいけない。

この議員協議会の内容がすぐ先行されて委員長の報告結果となっておるわけである

が、この間長崎委員からも発言あったが、住民の声として伊野町区長連合会からも

あるいはいの町まちづくりを考える会からも２回にわたり、要望書が提出をされて

いる。そして、今日も配布されたが、この協議会だよりの内容をご覧になって下さ

い。ご意見箱コーナーというものは必死になって住民が生の声を寄せている。そう

いう住民の声を誰がいつ議題にして、これを反映してくださるのか、会長に尋ねた

い。
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私はそういうことで、住民の声というものをくみ上げられていない、一度もテーブ

ルにのせていただいていない、この小委員会。小委員会で土俵場にのせていただい

て議論を重ねて、そして結果が出ればこれは致し方ないが、一度もテーブルにのせ

ていただいていない。そういう意味からも議員協議会の内容というものはもう少し

重視していただいて、住民の、住民による、住民のための特例であれば大賛成であ

るが、今の場合は議会の議員による、議員のための特例ということになれば、住民

の方がご理解、納得をするかどうか大変心配をしている。本日の協議会の委員の皆

様に、頼る以外にもう私の意見の場はない。どうぞ良識と見識のある委員の皆様の

ご判断をお待ちをしている。

○議長：西川委員より会長にといった質問があった。まず長崎委員からもご意見があった

が、小委員会の構成メンバー、議員４名、議員以外１名の件については、この協議

会の中で、皆様方に同意を得られていると認識している。つまり決める際に一部意

見はあったが、３つの小委員会とも委員の選任についてはスムーズにいったと認識

しているので今の時点では、それが正しいものであると確信している。

そして、合併協議会だよりに掲載している住民の声といったものは、これは協議会

の中でも検討して欲しい事項だと認識している。つまり協議会の中には議員が各町

村から４名ずつあがってきているが、この狙いはそれぞれの町村議会において、ど

ういった意見が集約してこられるのか、そういった議会の責任をもっていただける

のかといった思いがあったので、議員さん４名をお願いしたところである。こうい

った合併協議会だよりの一つ一つのご意見について、それぞれの議会においても協

議されておると思うし、そういったことを踏まえての小委員会の報告であると思う

が、どんなものであるか、こういった一つひとつの意見がテーブルに上がってこな

かったという意見について、どのように認識しておられるか委員長に伺いたい。

。 、○黒石委員長：小さい地域に充分確保してあげてというご発言があった その点について

小委員会の中でも議員定数を小さいところに充分与えてあげるという発言は何回も

あった。どれぐらいかということになると、個人的な意見として色々あった。個人

的な意見としながらも割合を述べたときに、それ以外の委員からその程度なら住民

も納得できるかもしれないという意見もあり、この線でもっと深く協議をしていけ

ばと思ったが、そのすぐ後で在任特例が望ましいという意見があった。さらに今の

数字をもっと協議してみようとか、賛成、反対の話しにはならなかった。それは、

個人的な考え方の発言であった。一部まったく個人的ではない発言として、ある数

字が出されたが、これも次への協議へとの話しにはならなかった。次のステップに

は全く移らない状況であった。従ってこの件については、前向きな次への発言がな

っかたため全部立ち消えになった。

テーブルにのらなかったという点であるが、要望書などのことにつきテーブルにの

せてどうするかを協議した。小休をとって一時間も小休中に話しをすることもあっ

た。当然正会中に色々な方から発言があって、正会中でもずいぶん協議をして、テ

ーブルにのせてきた。その協議の内容についてはしっかり記録されているが、ずい

ぶん協議してきた。結果的に今のような方向がみえたということであって、テーブ

ルにのせなかったということは決してなかった。随分この件に関して協議したし、

ご意見もいただいた。委員長の方からも委員の皆様に、こういう要望があっている

ということは重ねて確認したうえでのこの結果である。
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○西川かず子：テーブルにのせるということは、これは１５人が小委員会で議論をすると

いうことが、テーブルである。私は、委員長、副委員長が１１月７日に約１時間半

ぐらい３人が密室で何をどのように協議をされたか知らないが、これはテーブルと

は言わない。これは訂正願う。

そして、委員長がその結果報告をした。そして、畑山副委員長からもご意見があっ

た。もう少しこのことについては、住民の温度差があるので、声を大事に尊重して

という意見があったが、全くこれは無視をされた。そういう経緯である。これはテ

ーブルにはのっていない。

○議長：午後５時０４分に、暫時休憩する旨宣告

○議長：午後５時１２分再開、休憩前に引き続き再開する旨宣告

○議長：西川委員の方からテーブルへのっていないという話があったが、そういった議題

をのせて再度小委員会を開くことは可能か、黒石委員長に伺う。

○黒石委員長：もともと小委員会は、当初から何回も委員会を開いて充分に検討せよとい

うことは、各委員から要望があった。従って、私も小委員会の中で皆さんの意見を

聞くべく、一生懸命促してきた。

小委員会を開く予定については、仮に時間が許されるのであれば、小委員会を開催

し、大いに議論してしかるべきだと思う。

○議長：開催すると認識してよろしいか。

○黒石委員長：時間があれば開催できる。

○議長：事務局での調整はできるか。

。 、 、○事務局長：了解 要望書等の内容の主旨説明について 文書で読みとっただけでよいか

出された代表者の方に主旨説明においでていただくのかどのように取り扱うか。

○議長：文書の中で主旨説明を理解されたらよいと思う。ただ、はがきの分で個々に来て

いるので、そういった一つ一つのご意見も委員さんと議論していただきたい。

協議会の会長から小委員会の委員長へ諮問をしているので、再度、議論をお願いし

たところ、時間があれば開催する意志があるということなので、本当にお忙しいと

は思うが、土曜、日曜でも時間は作っていただきたいと思うし、それは事務局の方

で調整をしていただきたい。

西川委員、それでよろしいか。

他に、協議をしていただきたいという項目はないか問う。

○西川かず子：委員長が時間があれば委員会を再開するということであるが、内容は１回

～６回まで小委員会を開催したが、ずっと平行線。それをどのように委員会として

責任の名においてやっていただかなければ、全体の協議会も困るであろう。今日採

決するか。するなら前回の町名の時のように堂々としていただきたい。そして結果

が出たら住民に説明も出来るが、これを延会をして小委員会で委員長サイドでどの

ようにテーブルにのせて協議をするのか。小委員会のことは大変残念である。それ

を切に会長と委員長にお願いをしておく。

○議長：今日、協議事項が上がってきたが、議論の中味からすると住民の声が反映されて

いなかったのではないかという思いがした。そういった意味から小委員会の委員長

に再度協議をお願いし、時間調整でやっていただけるということになったので、本
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、 。 。日 協議第８号については採決をしないというでよろしいか 何かご意見はないか

○中平委員：この問題は、伊野町にしろ、吾北村にしろ、本川村にしろもう一つのテーブ

ルで話し合いがすでにせられているような気がする。各町村の議員同士で議員協議

会をして、自ずに決められているような気もするが、そういったことはあるのか、

ないのか。お聞きしたい。

○畑山博行：伊野町議会としては、小委員会へ出す意見は集約して決めている。ただ小委

員会で出された内容を今委員長が報告されたが、先ほど出たように住民からの声に

ついて踏まえた小委員会での話し合いをしたらどうかと、こういう会長の提案であ

ったので、先ほど休憩中には、それであれば私としてはその方がいいのではないか

という意見を申した。テーブルがいくつあるといったことではない。そういう一つ

一つの段階を踏んで決定されるものであるので、伊野町議会でやったものが小委員

、 、 、会へ来て 小委員会のまとまった内容が協議会へ来てと こういう段階であるので

そこのところは我々はそれぞれで議論されたものを一つずつ積み上げていくと、こ

のように承知している。

○議長：私は、今日決定せず、次回に継続としたいと意向を示した。それに対してのご意

見はあるか問う。

○委員：なしの声

、 。 、○議長：本案は 本日決定せずに継続協議とし次回に持ち越す その前に小委員会を開き

ハガキが来ている意見について、テーブルへあげていただけるといったところであ

るが、次回に持ち越すことにご異議ないか諮る。

○委員：異議なしの声

○議長：異議なしと認め、協議第８号 議会議員の定数及び任期の取扱いについては、継

続協議とし、第１２回協議会に協議することに同意された旨宣告する。

○議長：その他何かご質問はないか問う。

○岡健市：伊野町には区長が全部で１３２人おり、その内理事が２５人いる。それでこの

問題について理事の方から、話をしてくれということで理事会を開いた結果で要望

書は提出している。

《その他》

○議長： その他」についてを議題にする旨宣告する。「

事務局から説明を求める。

○別役総務班長：第１２回伊野町・吾北村・本川村合併協議会の日程及び協議事項につい

て説明する。平成１５年１２月１９日、金曜日、午後２時からと記載してあるが、

協議事項が膨大となってくるため、開催時間については、事務局で調整のうえ後日

連絡させていただく旨、了承願う。場所については、吾北村中央公民館２階大ホー

ルに於いて開催予定となっている旨報告し、併せて協議事項については、調整作業

の進捗状況により、若干変更がある場合もあることを了承願う。

○議長：その他について質問はないか問う。

○委員：なしの声

○議長： その他」について終了する旨宣告する。「

○会長：多くのご意見をいただき、本当にありがとうございました。本当に重要な案件の






